
外
務
省
文
書
・
外
務
省
記
録
の
生
成
過
程

-
　
外
務
省
文
書
の
文
書
学
的
一
試
論
　
-

は

じ

め

に

近
代
公
文
書
学
を
津
田
秀
夫
氏
は
、
分
類
学
と
し
て
で
な
く
「
近

代
公
文
書
を
限
定
す
る
基
準
そ
の
も
の
も
学
問
上
の
重
要
な
対
象
と

な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
保
存
か
廃
棄
か
の
接
点
で
学
問
の
対
象

(
1
)

を
自
ら
決
定
す
る
学
問
で
あ
る
」
と
し
た
。
津
田
氏
の
　
「
近
代
公
文

書
学
」
論
は
、
恒
常
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
公
文
書
の
廃
棄
へ
の

危
機
感
か
ら
で
て
お
り
、
史
料
保
存
の
必
要
性
を
強
く
意
識
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
津
田
氏
は
、
「
保
存
」
と
「
廃
棄
」
の
選
別
基

(
2
)

準
を
充
分
に
明
ら
か
に
し
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
野
日

徹
氏
は
、
保
有
さ
れ
た
公
文
書
の
編
纂
過
程
の
詳
明
と
原
議
の
形
態

か
ら
該
当
文
書
の
処
理
過
程
を
再
現
す
る
た
め
の
方
法
を
確
立
す
る

(
2
)

こ
と
が
近
現
代
史
料
論
の
課
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
中
野
目
氏
の

所
論
は
、
保
存
か
、
廃
棄
か
、
と
の
選
択
を
迫
ら
れ
て
い
る
公
文
書

池

　

　

聖

　

一

に
対
し
て
原
議
の
最
重
要
性
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
発

給
形
式
よ
り
す
る
古
文
書
学
と
は
異
な
る
近
現
代
史
料
論
の
地
平
を

切
り
開
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
史
料
と
し
て
の
原
議
の
存
在

は
、
政
策
決
定
過
程
の
一
部
を
再
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
策
過
程

の
す
べ
て
を
明
ら
か
に
し
え
な
い
。
原
議
だ
け
で
は
、
政
策
立
案
か

ら
決
定
過
程
を
対
象
と
す
る
も
の
の
、
文
書
の
性
格
上
、
施
行
(
実
施
・

(
4
)

執
行
)
過
程
を
対
象
と
で
き
な
い
限
界
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
政
策
施
行
過
程
を
も
対
象
と
し
う
る
外
務
省

文
書
の
生
成
過
程
(
流
れ
)
を
問
題
と
し
た
い
り
　
そ
の
流
れ
と
は
、
稟

(
5
)

議
制
に
も
と
づ
く
も
の
で
、
次
の
よ
う
な
流
れ
を
有
し
て
い
る
。

(
事
件
・
問
題
等
の
発
生
1
)
起
案
1
決
裁
1
施
行

こ
の
文
書
の
流
れ
は
、

政
策
要
請
1
政
策
立
案
(
形
成
)
1
政
策
決
定
1
政
策
施
行
(
1

政
策
効
果
・
要
請
)
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〕

と
い
う
政
策
過
程
の
連
関
環
に
読
み
替
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
政
策
過
程
全
体
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
と
し
て
、
外
務
省

文
書
の
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
、
現

在
、
外
務
省
外
交
史
料
館
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
外
務
省
文
書
を
も
っ

て
、
戦
前
期
日
本
の
対
外
政
策
す
べ
て
を
再
現
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
昭
和
期
」
　
の
外
務
省
記
録
の
多
く
が
、
敗
戦
直

(
6
)

後
の
焼
却
処
分
を
含
め
て
失
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
「
昭
和
期
」
に
お
け
る
外
務
省
文
書
と
外
務
省
記
録
の

生
成
過
程
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
で
近
代
文
書
の
史
料
的
価
値
に

(
7
)

つ
い
て
も
触
れ
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
外
務
省
文
書
の
生
成
過
程

こ
れ
ま
で
近
現
代
日
本
政
治
史
研
究
に
お
い
て
、
政
策
決
定
は
、

政
策
施
行
を
含
む
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
政
策
決
定

過
程
の
研
究
で
は
、
国
家
意
思
決
定
過
程
に
お
け
る
為
政
者
の
意
思

に
研
究
関
心
を
集
中
さ
せ
て
き
た
。
結
果
、
日
本
外
交
史
で
も
、
高

裁
案
(
外
務
省
の
閣
議
票
議
案
)
を
も
っ
て
単
純
に
国
家
意
思
決
定
文

書
と
す
る
な
ど
、
史
料
批
判
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
研
究
も
す
く

な
く
な
い
。
そ
こ
で
、
外
務
省
の
意
思
決
定
と
国
家
意
思
決
定
の
問

題
を
区
別
し
、
外
務
省
文
書
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

な
お
、
本
稿
で
は
、
外
務
省
文
書
を
、
外
務
省
本
省
を
基
準
と
し

て
電
報
(
往
電
、
来
電
)
、
公
信
(
往
信
、
来
信
)
、
大
臣
会
見
録
、
高

裁
案
、
覚
書
、
条
約
書
類
ど
に
分
類
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
文

書
を
上
述
の
政
策
過
程
の
連
関
環
と
関
連
さ
せ
て
再
整
理
を
試
み
る

こ
と
と
し
た
い
。

(
1
)
　
政
策
要
請

現
地
か
ら
の
来
電
、
来
信

政
策
要
請
事
項
(
事
件
・
現
地
状
況
)
1
担
当
官
(
起
案
者
)
1
公

館
長
(
決
裁
)
1
本
省
へ

外
務
省
出
先
機
関
(
在
外
公
館
=
大
使
館
、
公
使
館
、
領
事
館
な
ど
)

に
お
い
て
も
事
件
・
事
故
な
ど
の
発
生
か
ら
、
電
報
・
公
信
の
発
電
・

発
信
ま
で
の
間
に
も
、
政
策
過
程
の
連
関
環
が
存
在
す
る
。

(
2
)
　
政
策
立
案

イ
　
来
　
　
　
電
.

電
信
官
1
電
信
課
長
(
次
官
)
1
主
管
課
長
(
写
は
担
当
官
)
1

主
管
局
長
　
(
部
長
)
1
次
官
1
大
臣

大
臣
お
よ
び
次
官
決
裁
後
、
担
当
官
が
写
を
改
変
し
、
浄
書
の
う

え
、
関
係
省
庁
な
ど
　
(
元
老
、
内
大
臣
、
宮
内
省
、
陸
軍
省
、
海
軍
省
、

参
謀
本
部
な
ど
)
　
に
回
付
す
る
場
合
も
あ
る
。

基
本
的
に
電
信
は
、
電
信
課
長
が
回
覧
を
内
容
的
に
判
断
し
て
各

部
局
課
に
配
付
す
る
が
、
次
官
が
こ
の
選
別
作
業
を
お
こ
な
う
場
合

(
8
)

も
あ
っ
た
。
例
え
ば
松
岡
洋
右
外
務
大
臣
期
に
、
重
光
英
駐
英
国
大



倭
の
「
南
進
」
を
「
否
」
と
す
る
意
見
具
申
電
報
を
取
り
つ
が
せ
な

い
た
め
に
大
橋
忠
一
次
官
自
ら
が
選
別
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

ロ
　
来
　
　
　
信

(
9
)

文
書
課
長
1
主
管
部
局
課
(
担
当
官
1
課
長
)

公
信
の
場
合
は
、
電
報
と
違
い
緊
急
性
が
す
く
な
く
、
問
題
と
な

る
事
件
の
経
過
・
概
略
な
ど
を
報
告
す
る
内
容
が
主
で
あ
る
。
こ
の

た
め
、
主
管
課
長
1
主
管
局
長
(
部
長
)
1
次
官
1
大
臣
と
の
流
れ
を

へ
て
閲
覧
済
の
サ
イ
ン
(
決
裁
)
が
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
そ

(
1
0
)

れ
ゆ
え
、
公
信
の
多
く
は
、
閲
覧
が
課
長
止
り
の
も
の
が
多
い
。

来
信
は
、
文
書
課
収
受
係
主
任
に
よ
り
開
封
さ
れ
、
文
書
の
右
側

欄
外
上
部
に
接
受
年
月
日
、
右
方
上
部
欄
外
に
主
管
別
印
の
印
な
ど

を
捺
し
、
他
の
貼
付
物
な
ど
に
も
押
捺
の
う
え
来
信
受
付
簿
お
よ
び

公
信
件
名
簿
に
記
入
の
う
え
、
文
書
課
長
の
検
閲
を
う
け
る
。
課
長

閲
了
の
文
書
は
、
文
書
課
収
受
係
に
て
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
、
各

主
管
部
局
課
別
に
配
付
票
に
記
載
の
う
え
、
文
書
課
集
配
人
が
約
三

へ
〓
、

十
分
ご
と
に
主
管
局
課
に
配
付
す
る
。
ま
た
、
急
を
要
す
る
も
の
は

「
急
」
符
箋
を
付
し
、
文
書
課
長
よ
り
主
管
局
課
に
配
達
ざ
れ
る
。

第
一
班
、
亜
細
亜
局

第
二
班
、
欧
米
局
、
情
報
部
、
条
約
局

第
三
班
、
通
商
局

(
1
2
)

第
四
班
、
官
房
各
課
、
秘
書
官
、
文
化
事
業
部

し
か
し
、
大
臣
・
次
官
や
各
部
局
課
に
直
送
さ
れ
た
文
書
(
在
京
各

国
使
臣
持
参
の
覚
書
、
口
上
書
な
ど
)
に
つ
い
て
は
、
主
管
部
局
課
よ
り

収
受
係
に
交
付
し
一
般
文
書
受
付
の
手
続
き
を
履
行
す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。

な
お
、
公
信
の
文
体
に
つ
い
て
は
、
大
正
十
四
年
二
九
二
五
)
よ
り
宮

内
省
関
係
、
内
閣
関
係
お
よ
び
各
国
大
公
使
宛
少
数
の
例
外
を
除
い

(
1
3
)

て
電
信
文
に
準
拠
、
同
様
の
形
式
を
用
い
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の

後
、
昭
和
九
年
(
一
九
三
四
)
、
重
光
葵
次
官
は
、
省
内
各
局
課
に
日
本
駐

在
の
各
国
大
公
使
に
対
す
る
往
信
お
よ
び
口
上
書
に
句
読
点
を
つ
け

る
こ
と
を
命
じ
た
。
結
果
、
儀
典
係
立
案
の
文
書
に
は
句
読
点
が
つ
い

(
1
4
)

て
い
る
。
し
か
し
、
各
部
局
課
一
律
に
句
読
点
を
つ
け
る
に
い
た
ら
ず
、

(
1
5
)

句
読
点
を
つ
け
る
こ
と
自
体
、
昭
和
十
二
年
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

戦
後
は
昭
和
二
十
一
年
四
月
十
八
日
付
の
官
公
庁
文
書
の
口
語
化

を
旨
と
す
る
内
閣
書
記
官
長
通
達
に
と
も
な
い
同
月
二
十
四
日
、
外

務
省
で
も
用
語
の
口
語
化
を
決
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
昭
和
三
十

三
年
八
月
十
二
日
に
昭
和
二
十
四
年
四
月
四
日
の
閣
議
了
解
、
翌
五

日
の
内
閣
官
房
長
官
通
達
を
う
け
て
公
文
書
の
左
横
書
き
の
実
施
が

(
1
6
)

決
定
さ
れ
、
翌
年
五
月
一
日
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
る
。

○
来
電
に
対
す
る
対
応

ハ
　
往
　
　
　
電

訓
令
電
報
‥
担
当
官
の
起
案
1
主
管
課
長
1
主
管
局
長
・
部
長

し
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(
関
係
部
局
課
長
の
承
認
)
1
次
官
(
決
裁
)
1
大
臣
(
決
裁
)
1

電
信
課
長
・
電
信
官
1
現
地
へ

基
本
的
に
、
墨
書
(
昭
和
期
以
降
ペ
ン
書
が
推
奨
さ
れ
た
)
で
起
案
、

次
官
・
大
臣
決
裁
の
あ
る
原
議
で
訂
正
・
加
筆
な
ど
が
あ
る
場
合
は
、

主
管
部
局
長
以
上
の
段
階
で
書
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
書
込
み
の

大
部
分
は
、
鉛
筆
書
で
あ
り
、
筆
跡
以
外
に
ど
の
段
階
で
訂
正
・
加

筆
さ
れ
た
か
は
判
断
で
き
な
い
　
(
公
信
実
お
よ
び
電
信
案
に
対
す
る
局

課
長
の
添
削
に
鉛
筆
を
用
い
ず
、
ペ
ン
・
毛
筆
を
用
い
る
よ
う
通
牒
さ
れ
て

(
1
7
)

い
る
。
こ
れ
は
、
鉛
筆
書
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
)
。

こ
の
往
電
決
裁
ま
で
の
過
程
で
、
外
務
省
と
し
て
の
政
策
立
案
・

決
定
が
な
さ
れ
現
地
に
伝
達
さ
れ
る
(
政
策
施
行
)
。
さ
ら
に
、
重
要

な
問
題
は
、
国
家
意
思
決
定
過
程
に
昇
華
す
る
。
そ
れ
が
後
述
の
高

裁
案
で
あ
る
。

往
電
の
場
合
、
関
係
部
局
課
長
に
よ
る
承
認
は
、
合
評
を
避
け
つ

つ
訓
令
電
報
案
へ
の
捺
印
を
も
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
し
か
し
、
関

係
部
局
課
長
の
押
印
は
、
責
任
を
分
担
す
る
意
味
も
あ
る
た
め
各
部

局
課
で
は
事
件
の
由
来
顛
末
を
こ
と
さ
ら
再
吟
味
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
こ
の
た
め
決
裁
が
お
く
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
関
係
部
局
課
へ
は

(
1
8
)

単
に
回
覧
に
止
め
る
よ
う
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
大
正
二
年
六
月
十
四

日
の
次
官
招
集
の
会
議
で
は
「
本
省
内
他
局
課
二
協
議
ヲ
要
ス
ル
事

件
ハ
其
案
文
ニ
「
協
議
」
ノ
印
ヲ
施
シ
テ
回
送
シ
単
二
参
考
ノ
為
回

覧
二
供
ス
ル
モ
ノ
ハ
　
「
回
覧
」
ノ
印
ヲ
施
シ
テ
送
付
シ
以
テ
責
任
ノ

「けー

所
在
ヲ
明
ニ
シ
処
務
ノ
便
利
ヲ
図
ル
コ
ト
」
と
決
定
さ
れ
て
い
る
。

ニ
　
往
　
　
　
信

大
臣
名
・
次
官
名
に
よ
る
発
送
‥
担
当
官
の
起
案
1
主
管
課
長

1
主
管
局
長
(
部
長
)
(
1
関
係
部
局
課
長
の
承
認
1
次
官
(
決
裁
)

l
大
臣
(
決
裁
)
)
l
文
書
課
(
軋
學
↓
発
送
.
現
地
へ

な
お
、
機
密
・
親
展
書
の
場
合
は
文
書
課
長
自
ら
浄
書
の
手
続
き

を
す
る
。

往
信
の
場
合
も
、
主
管
部
局
課
か
ら
直
送
す
る
も
の
以
外
、
す
べ

て
の
文
書
は
、
文
書
課
収
受
係
に
て
本
文
書
右
欄
外
上
部
に
接
受
年

月
日
印
を
捺
し
、
そ
の
下
に
受
付
番
号
を
付
し
て
往
信
受
付
簿
、
発

送
番
号
を
公
信
件
名
簿
(
往
)
に
記
載
す
る
。
そ
し
て
、
収
受
係
か
ら

浄
書
係
に
交
付
、
重
要
書
類
に
つ
い
て
は
二
度
の
校
合
を
お
こ
な
い

浄
書
者
、
校
合
者
の
証
印
、
主
任
の
検
査
、
課
長
の
検
閲
を
へ
て
再

び
収
受
係
に
交
付
、
会
計
課
用
度
係
を
へ
て
発
送
さ
れ
る
。
な
お
、

原
議
は
、
発
送
済
印
を
押
捺
さ
れ
、
主
管
部
局
課
に
返
却
な
い
し
記

(
2
1
)

録
係
に
整
理
の
た
め
に
送
付
さ
れ
る
。

な
お
、
急
を
要
す
る
も
の
は
、
主
管
局
課
で
赤
色
「
急
特
使
」
符
箋

を
付
し
、
文
書
課
長
自
ら
が
送
付
手
続
を
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

ホ
　
半
公
信
　
(
釆
往
信
)

本
省
‥
部
局
課
長
お
よ
び
担
当
官
乱
現
地
公
館
長
お
よ
び
担
当



官

本
省
か
ら
発
送
す
る
も
の
で
も
、
よ
り
私
信
的
な
意
味
合
い
を
有

す
る
の
が
半
公
信
で
あ
る
。
こ
の
半
公
信
、
人
か
ら
人
へ
発
受
信
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
文
体
は
、
冒
頭
に
「
拝
啓
陳
者
」
、
末
尾
に
「
此

(
2
2
)

段
得
貴
意
候
敬
具
」
と
記
さ
れ
る
。
な
お
、
外
務
省
本
省
と
日
本
駐

在
外
国
領
事
、
名
誉
領
事
お
よ
び
貿
易
事
務
官
と
の
通
信
に
関
し
て

は
、
「
「
ス
テ
ー
タ
ス
」
ニ
鑑
ミ
直
接
通
信
ヲ
為
サ
サ
ル
建
前
ニ
シ
テ

従
来
便
宜
之
等
ト
通
信
ヲ
ナ
ス
必
要
ア
ル
場
合
ニ
ハ
其
ノ
文
体
ハ
半

(
2
3
)

公
信
体
ヲ
用
ヰ
」
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

へ
　
覚
　
　
　
書

担
当
官
1
主
管
部
局
課
長
1
次
官
1
大
臣

(
2
4
)

こ
れ
は
、
事
件
お
よ
び
問
題
の
経
過
を
、
大
臣
に
理
解
さ
せ
る
た

め
、
主
に
担
当
官
が
纏
め
た
メ
モ
で
あ
る
。
大
臣
サ
イ
ン
(
花
押
)
の

あ
る
も
の
は
、
閣
議
や
在
京
各
国
大
便
・
公
使
と
の
会
見
に
際
し
て

使
用
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
な
お
、
担
当
官
は
、
年
末
の
帝

国
議
会
用
に
各
局
課
で
作
成
さ
れ
る
議
会
調
書
を
作
成
す
る
時
、
こ

の
覚
書
を
利
用
す
る
こ
と
が
多
い
。
議
会
詞
書
と
は
、
帝
国
議
会
説

明
用
お
よ
び
事
務
参
考
用
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
B
5
版
変

(
2
5
)

形
の
和
綴
、
洋
紙
に
邦
文
タ
イ
プ
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)
　
政
策
決
定

外
務
省
内
で
政
策
決
定
と
い
っ
た
場
合
、
往
電
な
ど
に
お
け
る
大

臣
決
裁
お
よ
び
省
議
(
局
課
長
会
議
)
決
定
が
、
ま
た
、
国
家
意
思
決

定
過
程
に
昇
華
さ
れ
る
場
合
に
は
、
閣
議
決
定
を
へ
て
上
奏
、
天
皇

の
裁
可
が
必
要
と
な
る
。

ま
ず
、
外
務
省
内
部
の
政
策
決
定
過
程
に
つ
い
て
は
、

担
当
官
(
起
案
)
1
主
管
部
局
課
長
(
決
裁
)
1
省
議
(
決
定
)
・

大
臣
決
裁
(
外
務
省
決
定
)

と
い
う
過
程
を
へ
る
。
そ
の
う
え
で
閣
議
決
定
(
国
家
意
思
決
定
過

程
)
　
に
昇
華
さ
れ
る
。

そ
の
過
程
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

省
議
決
定
・
大
臣
決
裁
(
廿
高
裁
案
・
閣
議
稟
議
)
1
閣
議
決
定

1
上
奏
・
裁
可
1
施
行

同
様
の
過
程
と
し
て
は
、
条
約
(
協
定
、
議
定
書
、
公
文
交
換
を
含
む
)

に
お
け
る
左
記
の
も
の
が
存
在
す
る
。

省
議
決
定
(
=
高
裁
案
)
1
閣
議
決
定
1
枢
密
院
に
お
け
る
審
査

1
上
奏
・
裁
可
1
施
行

こ
の
よ
う
な
、
外
務
省
の
意
思
決
定
に
あ
た
っ
て
の
外
務
省
文
書

と
は
、
省
議
議
事
録
と
高
裁
案
が
あ
る
。
し
か
し
、
外
務
省
記
録
中

に
省
議
議
事
録
は
、
ほ
と
ん
ど
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
閣
議
稟
議
書

の
原
議
で
あ
る
高
裁
案
の
み
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。

5　　外務省文書・外務省記録の生成過程(小池)



ィ
.
高
裁
案
(
条
約
以
外
)

担
当
官
(
起
案
)
1
主
管
課
長
1
主
管
局
長
(
部
長
)
1
省
議
決

定
　
(
次
官
・
大
臣
決
裁
)
1
閣
議
決
定
1
上
奏
・
裁
可
(
天
皇
)
1

政
策
施
行

こ
の
外
務
省
文
書
で
、
高
裁
案
と
呼
ば
れ
る
文
書
は
、
決
裁
の
あ

り
よ
う
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
の
外
務
省
の
意
思
を
し
め
す
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
閣
議
に
は
、
浄
書
さ
れ
「
亜
一
機
密
〇
〇
号
」
な

ど
と
主
管
局
課
(
こ
の
場
合
は
亜
細
亜
局
第
一
課
)
を
明
ら
か
に
す
る
番

号
を
付
さ
れ
て
提
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
閣
議
決
定
を
へ
て
政
策
施
行

へ
と
移
行
す
る
。
そ
の
際
、
閣
議
で
関
係
閣
僚
に
よ
る
修
正
が
お
こ

な
わ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
高
裁
案
と
閣
議
決
定
と
は
、
内
容
が
同
一

で
な
い
場
合
も
存
在
す
る
。

ち
な
み
に
、
明
治
二
十
二
年
十
二
月
勅
令
第
百
三
十
五
号
内
閣
官

制
抄
録
で
閣
議
事
項
と
は
、
次
の
七
件
で
あ
っ
た
。

一
法
律
案
及
予
算
決
議
案

二
　
外
国
条
約
及
重
要
ナ
ル
国
際
条
件

三
　
官
制
又
ハ
規
則
及
法
律
施
行
二
係
ル
勅
令

四
　
諸
省
ノ
間
主
管
権
限
ノ
争
議

五
　
天
皇
ヨ
リ
下
付
セ
ラ
レ
又
ハ
帝
国
議
会
ヨ
リ
送
致
ス
ル
人

民
ノ
請
願

六
　
予
算
外
ノ
支
出

(
2
6
)

七
　
勅
任
官
及
地
方
長
官
ノ
任
命
及
進
退

な
お
、
高
裁
案
は
、
昭
和
十
四
年
に
い
た
る
ま
で
用
紙
・
書
式
な

ど
が
〓
疋
し
て
い
な
か
っ
た
(
閣
議
稟
議
が
必
要
な
場
合
、
公
信
件
名
に

(
2
7
)

そ
の
旨
記
載
す
る
よ
う
通
牒
さ
れ
て
い
た
)
。
こ
の
た
め
、
昭
和
十
四
年

七
月
一
日
決
裁
「
高
裁
案
」
「
高
裁
案
ノ
書
式
及
用
紙
統
一
並
二
其
ノ

記
録
編
纂
保
有
二
関
ス
ル
件
」
　
で
書
式
を
統
一
す
る
こ
と
と
し
た
。

そ
し
て
、
写
を
も
っ
て
「
イ
日
附
順
二
整
理
ス
ル
モ
ノ
」
「
ロ
主
管

部
局
別
二
分
類
整
理
ス
ル
モ
ノ
」
「
ハ
　
事
項
別
二
分
類
整
理
ス
ル
モ

ノ
」
　
の
三
つ
に
分
類
し
、
文
書
課
長
が
編
纂
保
管
し
、
原
議
は
、
主

管
部
局
長
が
保
管
、
非
現
用
化
し
た
段
階
で
文
書
課
に
移
し
、
整
理

(
2
8
)

す
る
こ
と
と
な
っ
て
・
い
る
。

ロ
　
高
裁
案
　
(
条
約
な
ど
)

担
当
官
(
起
案
)
1
主
管
課
長
1
主
管
局
長
(
部
長
)
1
省
議
決

定
(
次
官
・
大
臣
決
裁
)
1
閣
議
決
定
1
枢
密
院
(
委
月
全
決
定
1

枢
密
院
本
会
議
決
定
)
1
上
奏
・
裁
可
(
天
皇
)
1
政
策
施
行

条
約
の
形
成
過
程
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
範
囲
を
め
ぐ
っ
て
、
枢

(
2
9
)

密
院
と
外
務
省
問
で
係
争
が
存
在
し
て
い
る
。
枢
密
院
は
、
議
定
書
、

公
文
交
換
ま
で
を
審
議
事
項
と
す
る
の
に
対
し
て
、
外
務
省
は
こ
れ

を
外
交
大
権
の
範
囲
内
に
あ
る
と
し
て
い
る
。



(
4
)
　
政
策
施
行

本
省
1
在
外
公
館
(
電
信
官
1
公
館
長
)
1
(
交
渉
)
1
相
手
国

こ
の
過
程
で
本
省
か
ら
の
電
報
・
公
信
(
往
電
、
往
信
)
は
、
公
館

長
な
ど
に
よ
り
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
や
、
読
み
替
え
が
お
こ
な
わ
れ
る
場

合
も
あ
る
。

(
3
0
)

機
構
改
革
な
ど
に
つ
い
て
は
、
官
報
な
ど
に
掲
載
さ
れ
る
。
ま
た
、

通
商
貿
易
情
報
な
ど
は
、
国
内
官
庁
(
内
務
省
、
農
商
務
省
(
商
工
省
)

(
3
1
)

な
ど
)
　
に
移
牒
の
上
、
地
方
公
共
団
体
、
当
業
者
に
伝
達
さ
れ
る
。

二
　
外
務
省
記
録
の
生
成
過
程

外
交
史
料
館
所
蔵
の
外
務
省
記
録
は
、
そ
の
フ
ァ
イ
ル
(
簿
冊
)
内

容
形
態
か
ら
一
件
態
、
雑
件
態
、
雑
纂
態
の
三
つ
に
分
類
で
き
る
。

こ
こ
で
は
、
三
つ
の
形
態
の
記
録
フ
ァ
イ
ル
の
生
成
過
程
に
つ
い
て

考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、
外
務
省
文
書
課
記
録
係
で
は
、

(
3
2
)

記
録
フ
ァ
イ
ル
を
作
る
こ
と
を
も
っ
て
編
纂
と
称
し
て
い
た
。

こ
の
編
纂
は
、
次
の
手
続
き
を
「
正
当
二
履
行
」
す
る
場
合
を
い
う
。

第
一
各
種
ノ
文
書
各
体
ノ
編
纂
二
必
要
ナ
ル
一
定
ノ
名
称
ヲ

用
ヒ
及
ヒ
文
書
叙
次
ノ
大
綱
二
従
フ
事

第
二
　
文
書
ヲ
門
類
二
分
チ
件
別
二
編
纂
ス
ル
事

第
三
　
文
書
ノ
脈
絡
関
係
ヲ
詳
ニ
ス
ル
カ
為
メ
必
要
ノ
整
理
ヲ

成
ス
事

第
四
　
目
録
ヲ
作
り
及
ヒ
提
要
ヲ
編
ム
事

第
五
　
編
纂
後
其
書
類
ヲ
保
管
掛
二
引
渡
ス
迄
ノ
手
続
ヲ
履
行

(
3
3
)

ス
ル
事

そ
の
際
、
簿
冊
た
る
外
務
省
記
録
が
で
き
る
ま
で
の
基
本
的
な
過

程
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

図
1

(
往
信
)

外
務
省
文
書
(
原
議
)
1
決
裁
1
施
行
(
送
付
、
公
布
(
官
報
な
ど
)
)

「
「
原
議
(
カ
ラ
と
呼
ば
れ
る
)
」
「
写
」

担
当
官
の
整
理
1
「
一
件
態
」
(
執
務
参
考
フ
ァ
イ
ル
)

主
管
課
長
手
許
文
書
の
整
理
1
「
雑
件
態
」

文
書
課
記
録
址
に
よ
る

主
管
局
課
以
外
の
「
写
」
文
書

再
整
理
(
編
纂
)
1
廃
棄

「

外
務
省
記
録
と
し
て
保
一

(
な
お
、
「
廃
棄
」
　
の
対
象
と
な
る
の
は
、
多
く
が
重
複
す
る
「
写
」

昭
和
二
年
一
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
新
文
書
整
理
法
で

(
3
4
)

信
は
、
発
送
後
、
次
の
手
続
き
を
へ
て
収
蔵
さ
れ
る
。

`主芸孟
往　生存

(
発
送
)
1
分
類
係
(
分
類
)
1
検
査
係
1
収
蔵
係
(
記
録
係
)

図
2(

来
信
)
　
来
信
は
、
在
外
公
館
か
ら
正
副
同
文
の
も
の
が
二
通
送
付
さ
汀
る
。

在
外
公
館
↓
本
省
.
葺
課
収
受
係
」
〓

記
録
係

主
管
局
課

(
3
5
)

来
信
の
場
合
は
、
次
の
手
続
き
を
へ
て
処
理
さ
れ
る
。
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在
外
公
館
(
来
信
)
1
文
書
課
(
文
書
課
収
受
係
(
登
録
)
1
主
管

の
仮
指
定
1
文
書
課
長
検
了
1
分
類
係
1
検
査
係
1
文
書
課
長

検
了
1
文
書
課
集
配
人
1
各
部
局
課
1
(
処
理
後
)
1
文
書
課
収

蔵
係
(
記
録
係
)

上
記
、
収
蔵
係
(
記
録
係
)
　
に
て
本
紙
(
原
書
、
元
本
)
　
は
収
蔵
さ

れ
∵
王
管
部
局
課
で
同
文
書
の
保
存
を
必
要
と
す
る
場
合
、
文
書
課

に
て
写
を
作
成
、
本
紙
を
保
存
の
う
え
、
写
を
主
管
局
課
に
送
付
す

る
。
収
蔵
係
で
管
掌
さ
れ
た
文
書
は
、
同
係
に
て
整
理
・
編
纂
・
出

(
3
6
)

納
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
外
務
省
文
書
編
纂
規
程
に
も

と
づ
き
処
理
さ
れ
た
文
書
を
記
録
文
書
と
い
い
、
こ
の
記
録
文
書
の

分
類
整
理
を
編
纂
と
称
し
、
編
纂
さ
れ
た
記
録
文
書
を
記
録
と
し
た

(
3
7
)

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
在
、
外
交
史
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
昭
和
期
」

外
務
省
記
録
は
、
.
文
書
課
記
録
係
で
編
纂
さ
れ
た
と
思
え
な
い
フ
ァ

イ
ル
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
外
務
省
記
録
の
す
べ
て
を
文
書
課
が
把

握
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
は
、
大
正
十
年
一
月
二
十
日
と

二
月
七
日
に
省
議
決
定
さ
れ
た
「
文
書
取
扱
内
規
」
　
で
、
は
し
な
く

も
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
「
三
　
各
局
課
二
於
ケ
ル
文
書
ノ

正
整
ヲ
期
ス
ル
為
課
長
君
ク
ハ
其
ノ
指
定
シ
タ
ル
高
等
官
二
於
テ
従

来
ノ
文
書
主
任
ヲ
厳
二
監
督
シ
文
書
ノ
整
理
其
ノ
他
二
就
キ
文
書
課

長
(
必
要
ノ
場
合
ニ
ハ
電
信
課
長
)
ト
聯
絡
ヲ
取
ル
ノ
任
二
当
ル
コ
ト
」

と
あ
り
、
各
部
局
課
で
文
書
が
独
自
に
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
の

ベ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
四
　
重
要
文
書
(
条
約
、
閥
議
決
定
其
ノ
他
)

ノ
本
書
ハ
之
ヲ
文
書
課
二
於
テ
保
管
ス
ル
ノ
方
針
ヲ
勤
行
ス
ル
コ

ト
」
と
あ
り
、
対
象
が
閣
議
決
定
な
ど
の
重
要
文
書
ま
で
お
よ
ん
で

い
た
。
そ
れ
も
「
八
　
電
信
課
長
ハ
課
内
二
電
信
綴
(
来
往
共
)
ヲ
整

備
シ
置
キ
課
長
以
上
ノ
地
位
ニ
ア
ル
省
月
ノ
希
望
二
応
シ
之
レ
カ
回

覧
二
便
ナ
ラ
シ
ム
ル
方
法
ヲ
講
ス
ル
コ
ト
」
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
よ
う
に
主
管
部
局
課
が
閉
鎖
的
に
管
理
し
て
い
た
こ
と
も
わ

(
3
8
)

か
る
。
記
録
と
な
る
前
、
フ
ァ
イ
ル
は
、
主
管
部
局
課
で
第
一
次
の

整
理
が
な
さ
れ
保
管
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
満
州
事
変
後
、
外
務
省
で
は
、
昭
和
七
年
一
月
二
十
九
日

か
ら
「
外
務
省
総
動
員
関
係
軍
機
文
書
取
扱
規
程
」
を
実
施
し
、
外

務
省
文
書
の
な
か
で
文
書
課
の
専
管
で
な
い
も
の
も
生
じ
た
。
こ
れ

ま
で
第
一
次
大
戦
中
に
陸
軍
省
か
ら
通
牒
さ
れ
た
「
陸
軍
機
(
秘
)
密

書
類
(
往
復
文
書
ヲ
除
ク
)
取
扱
手
続
」
で
も
保
管
者
の
指
定
ま
で
は

し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
本
規
程
は
異
例
の
措
置
で
あ

(
3
9
)

っ
た
。
外
務
省
で
は
、
同
規
程
第
二
条
の
「
本
規
程
二
於
テ
軍
機
文

書
ト
ハ
総
動
員
計
画
二
関
係
ア
ル
軍
事
上
ノ
機
密
事
項
ヲ
包
含
ス
ル

文
書
ニ
シ
テ
「
軍
機
取
扱
」
ノ
標
記
ヲ
附
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
謂
フ
」
に

よ
っ
て
特
殊
文
書
を
作
り
、
そ
の
管
理
者
を
主
任
と
し
て
文
書
課
長

と
は
別
途
に
大
臣
官
房
文
書
課
お
よ
び
調
査
部
に
お
く
こ
と
と
し
た

(
4
0
)

の
で
あ
る
。

日
中
戦
争
開
始
後
は
、
範
囲
を
ひ
ろ
げ
、
昭
和
十
四
年
三
月
二
十



五
日
官
報
で
公
布
さ
れ
た
軍
用
資
源
秘
密
保
護
法
に
と
も
な
い
外
務

省
軍
用
資
源
秘
密
文
書
取
扱
規
程
を
策
定
し
た
。
同
規
程
の
具
体
的

な
対
象
は
、
作
戦
・
用
兵
か
ら
運
輸
・
通
信
に
い
た
る
広
範
な
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
な
か
で
、
軍
用
資
源
秘
密
文
書
(
略
し
て
軍
資
秘
文

書
)
は
、
主
任
官
を
指
名
し
た
の
ち
各
局
課
に
取
扱
係
官
を
決
め
て
厳

(
4
1
)

重
に
保
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
昭
和
十
五
年
二
月
八
日
に
実
施
さ
れ
た
　
「
秘
　
外
務
省

総
動
員
機
密
文
書
取
扱
規
程
」
に
よ
り
、
国
家
総
動
月
法
第
四
十
四

条
の
通
用
を
、
γ
け
る
官
庁
機
密
事
項
を
包
含
す
る
文
書
は
、
事
実
上
、

文
書
課
を
素
通
り
し
て
各
部
局
課
の
主
任
官
に
よ
っ
て
保
管
・
調
製

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
機
秘
密
文
書
の
取
扱
に
関

し
て
各
省
の
表
記
を
統
一
し
、
文
書
管
理
を
厳
密
に
せ
ん
と
し
て
企

(
4
2
)

画
院
か
ら
協
定
締
結
の
申
込
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
外
務

省
側
、
な
か
で
も
昌
谷
(
忠
)
文
書
課
長
が
難
色
を
し
め
し
、
協
議
は

平
行
線
を
た
ど
っ
て
い
た
。
昌
谷
は
従
来
よ
り
外
務
省
文
書
に
つ
い

て
は
、
機
密
が
保
た
れ
て
お
り
、
表
記
の
統
一
な
ど
必
要
な
い
と
考

え
て
い
た
。
こ
の
協
定
締
結
の
動
き
が
軌
道
に
乗
っ
た
の
は
、
外
相

に
松
岡
洋
右
が
、
そ
し
て
次
官
心
得
に
大
橋
忠
一
が
就
任
し
て
昌
谷

文
書
課
長
の
更
迭
が
き
ま
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
外
交
の
刷
新
を
図

ら
ん
と
す
る
松
岡
は
、
閣
議
や
四
相
会
議
、
枢
密
院
な
ど
に
お
け
る

重
要
外
交
事
項
が
公
開
前
に
外
部
に
漏
洩
す
る
事
件
が
、
特
に
米
内

(
4
3
)

光
政
内
閣
末
期
に
頻
発
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
外
務
省
内
部
の

引
き
締
め
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
最
終
的
に
各
省
共
通
の
文
書
区
分

(

4

4

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

4

5

)

に
外
務
省
も
同
意
し
、
実
施
を
決
定
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ
し
て
、

帳
簿
な
ど
の
準
備
が
で
き
た
昭
和
十
六
年
七
月
十
五
日
、
『
外
務
省
機

密
文
書
取
扱
規
程
』
　
は
、
文
書
課
長
名
で
省
内
に
通
知
さ
れ
た
。
こ

の
な
か
で
、
本
規
程
を
適
用
さ
れ
る
文
書
は
、
「
(
一
)
　
軍
機
文
書
」

「
(
二
)
軍
用
資
源
秘
密
文
書
」
「
(
三
)
総
動
員
機
密
文
書
」
「
(
四
)
外

交
機
密
文
書
」
「
(
五
)
一
般
機
密
文
書
」
　
の
五
点
で
あ
り
、
「
政
治
、

外
交
二
関
ス
ル
枢
機
ヲ
表
示
セ
サ
ル
ニ
不
拘
単
二
厳
重
秘
匿
ノ
要
ア

ル
一
事
ヲ
以
テ
直
チ
二
本
規
程
二
依
ル
取
扱
ヲ
為
ス
カ
如
キ
ハ
徒
ラ

ニ
事
務
ノ
煩
雑
渋
滞
ヲ
釆
ス
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
本
規
程
ノ
趣
旨
ニ
モ
非
ズ

斯
ル
場
合
ハ
極
秘
取
扱
ト
為
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ハ
勿
論
ノ
儀
ナ

ル
ニ
付
此
ノ
点
ハ
特
二
注
意
セ
ラ
レ
度
」
と
の
条
件
が
つ
け
く
わ
え

(

4

6

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

4

7

)

ら
れ
、
八
月
二
十
九
日
に
は
、
在
外
公
館
に
も
通
知
さ
れ
た
。
結
果
、

『
外
務
省
機
密
文
書
取
扱
規
程
』
の
「
第
四
条
　
暗
号
二
依
ル
電
信
文

(
暗
号
ヲ
使
用
ス
ベ
キ
往
電
ノ
原
文
及
暗
号
ヲ
使
用
シ
タ
ル
来
電
及
其
ノ

解
釈
文
ヲ
含
ム
)
若
ハ
其
ノ
写
ノ
取
扱
ハ
別
二
之
ヲ
定
ム
」
と
さ
れ
た

よ
う
に
、
外
務
省
の
な
か
で
の
文
書
管
理
の
二
系
統
は
確
立
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
昭
和
期
」
外
務
省
記
録
は
、
文
書
課
に
よ
り

編
纂
さ
れ
た
フ
ァ
イ
ル
よ
り
、
む
し
ろ
主
管
部
局
課
に
よ
り
整
理
さ

れ
た
第
一
次
管
理
フ
ァ
イ
ル
が
主
で
あ
り
、
文
書
の
管
理
そ
れ
自
体

も
文
書
課
の
専
管
で
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
次
に
、
三
つ
の
フ
ァ
イ
ル
形
態
の
生
成
過
程
に
つ
い
て
見
る

外務省文書・外務省記録の生成過程(小池)



こ
と
と
し
た
い
。
こ
の
三
つ
の
形
態
の
い
ず
れ
に
整
理
す
る
か
は
、

「
本
省
並
在
外
公
館
文
書
整
理
手
続
」
で
「
要
ス
ル
ニ
便
宜
ノ
問
題
テ

(
4
8
)

ア
リ
、
利
用
価
値
ノ
問
題
テ
ア
ル
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際

の
フ
ァ
イ
ル
を
見
る
限
り
そ
の
生
成
過
程
そ
の
も
の
に
意
味
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

イ

一

件

　

態

こ
の
一
件
態
と
は
、
「
一
事
件
ノ
発
生
、
経
過
、
終
結
其
ノ
他
二
関

ス
ル
文
書
ヲ
一
括
整
理
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
所
謂
一
件
一
括
主
義
整
理

方
法
ノ
正
道
テ
ア
ル
」
と
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
(
簿
冊
)
で
あ
る
。
内
容

は
、
「
各
文
書
ヲ
日
付
順
二
整
理
ス
ル
ヲ
原
則
ト
シ
、
事
件
ニ
ヨ
リ
テ

ハ
便
宜
ナ
主
題
ニ
ヨ
ツ
テ
内
容
ヲ
分
チ
以
テ
後
日
ノ
参
考
ノ
便
二
供

(
4
9
)

ス
ル
」
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
件
態
フ
ァ
イ
ル
の
な
か
で
も
「
昭
和

期
」
　
の
も
の
は
、
事
件
、
問
題
に
関
す
る
担
当
官
が
整
理
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
同
フ
ァ
イ
ル
は
担
当
官
執
務
用
の
来

電
写
(
手
控
え
と
し
て
担
当
官
な
ど
に
よ
る
書
込
が
あ
る
)
と
往
電
の
カ

ラ
　
(
本
電
・
原
議
)
　
を
中
心
と
し
て
綴
ら
れ
て
お
り
、
往
電
お
よ
び
往

信
に
お
い
て
決
裁
に
至
ら
な
か
っ
た
案
文
も
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
執
務
参
考
の
フ
ァ
イ
ル
が
、
記
録
係
に
持
込
ま
れ
た
際
、

本
来
な
ら
ば
写
は
本
電
と
差
し
替
え
ら
れ
、
ま
た
、
案
に
相
当
す
る

未
決
裁
文
書
を
削
除
す
る
作
業
が
お
こ
な
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
記
録
係
の
編
纂
作
業
は
、
満
州
事
変
以
後
、
進

ま
な
か
っ
た
と
み
え
る
。
こ
の
た
め
、
外
交
史
料
館
所
蔵
の
一
件
態

フ
ァ
イ
ル
の
多
く
は
、
第
一
次
管
理
の
フ
ァ
イ
ル
(
主
管
フ
ァ
イ
ル
)

そ
の
ま
ま
の
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。

ロ
　
雑
　
件
　
態

同
種
類
の
事
件
を
集
め
、
包
括
的
、
抽
象
的
な
名
称
を
つ
け
て
整

理
し
た
フ
ァ
イ
ル
で
あ
る
。
本
来
、
雑
件
態
フ
ァ
イ
ル
は
、
一
件
態

と
な
ら
な
い
小
事
件
、
小
問
題
で
類
似
し
た
も
の
を
集
め
た
も
の
で

(
5
0
)

あ
る
。
し
か
し
、
満
州
事
変
直
前
お
よ
び
以
後
の
「
昭
和
期
」
雑
件

態
に
は
、
一
傾
向
に
関
す
る
概
括
的
な
内
容
を
も
つ
文
書
が
多
く
、

ま
た
、
写
で
は
な
く
本
紙
(
来
電
)
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

雑
件
態
フ
ァ
イ
ル
が
一
事
件
、
一
問
題
で
は
な
く
、
当
該
問
題
に
類

す
る
全
傾
向
に
目
配
り
が
必
要
で
あ
っ
た
主
管
課
長
の
手
許
資
料
を

整
理
し
た
結
果
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ハ
　
雑
　
纂
　
態

同
種
類
の
小
事
件
、
事
類
に
関
す
る
文
書
を
日
付
順
に
整
理
し
た

フ
ァ
イ
ル
。
こ
の
雑
纂
態
フ
ァ
イ
ル
は
、
記
録
係
に
お
い
て
日
付
順

(
5
1
)

に
整
理
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
溝
川
事
変
以
後
、
「
雑

纂
態
」
　
フ
ァ
イ
ル
は
、
減
少
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
綴
ら
れ

て
い
る
文
書
も
、
主
管
課
の
も
の
で
は
な
く
、
関
係
局
課
に
回
覧
さ

れ
た
写
を
中
心
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

10



お
わ
り
に

外
務
省
文
書
と
外
務
省
記
録
の
生
成
過
程
に
つ
い
て
概
観
し
た
。

本
稿
で
私
は
、
外
務
省
文
書
が
政
策
要
請
か
ら
政
策
施
行
ま
で
を
お

お
む
ね
カ
バ
ー
し
う
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
こ
れ
は
、
政
策
決
定
過

程
の
解
明
が
先
行
す
る
近
現
代
日
本
政
治
史
研
究
に
対
し
て
政
策
施

行
過
程
の
重
要
性
を
文
書
学
の
面
か
ら
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
文
書
館
学
、
記
録
史
料
学
、
史
料
の
保
存
お
よ
び
廃
棄
に
関
す

る
問
題
に
対
し
て
は
、
政
策
決
定
文
書
と
し
て
の
原
議
の
重
要
性
の

み
な
ら
ず
、
未
決
裁
文
書
も
含
め
て
稟
議
制
に
と
も
な
う
文
書
の
流

れ
と
、
文
書
各
個
の
史
料
的
価
値
を
総
合
的
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
提
案
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
中
野
目
氏
の

提
唱
さ
れ
た
原
議
の
重
要
性
に
、
多
様
な
文
書
形
態
の
存
在
と
政
策

施
行
過
程
を
含
め
た
政
策
過
程
す
べ
て
を
視
野
に
お
い
た
文
書
学
の

必
要
性
を
付
加
し
、
さ
ら
に
史
料
編
纂
方
法
の
詳
明
が
重
要
と
の
意

見
に
関
し
て
も
簿
冊
な
ど
の
生
成
過
程
(
編
纂
過
程
)
が
政
策
過
程
と

の
類
似
点
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
重
要
性
を
再
認
識
さ
せ
る
こ

と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
政
策
過
程
と
の
関
係
を
前
提
に

す
る
な
ら
ば
、
決
裁
の
有
無
、
閲
覧
済
サ
イ
ン
の
あ
り
方
(
天
地
を
逆

に
押
印
す
れ
ば
「
反
対
」
の
意
思
を
表
示
す
る
)
、
写
の
欄
外
記
入
な
ど

(
5
2
)

の
史
料
的
価
値
関
係
も
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

近
代
公
文
書
を
と
り
ま
く
研
究
は
、
近
代
公
文
書
が
行
政
・
官
僚

制
の
成
立
と
と
も
に
発
生
し
、
国
有
の
体
系
性
を
有
す
る
点
を
考
慮

(
5
3
)

し
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
近
代
文
書
を
発
給
形
態
か
ら
分
類
し
、

(
5
4
)

近
世
と
の
連
続
面
で
位
置
づ
け
た
た
め
で
あ
っ
た
。
今
後
は
、
近
代

公
文
書
を
古
文
書
学
な
ら
ぬ
文
書
学
を
も
っ
て
近
現
代
日
本
政
治
史

の
な
か
で
位
置
づ
け
る
作
業
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
近
代
文
書
学
は
、
各
種
編
纂
作
業
の
な
か
で
も
固
有
の
学
問
領

域
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註

へ

(
1
)
　
津
田
秀
夫
「
近
代
公
文
書
学
成
立
の
前
提
条
件
-
公
文
書
概
念
の
変
遷

と
保
有
公
開
を
め
ぐ
っ
て
-
」
同
『
史
料
保
存
と
歴
史
学
』
三
省
堂
、
一
九

九
二
年
、
〓
ハ
二
頁
。
ま
た
、
津
田
氏
は
、
「
公
文
書
」
解
釈
を
「
広
義
」
と
、

「
狭
義
」
の
官
公
庁
文
書
(
活
版
印
刷
物
を
除
く
)
と
い
う
解
釈
の
う
ち
、
旧

来
か
ら
の
古
文
書
概
念
と
の
連
続
性
を
持
ち
、
「
近
世
」
に
お
け
る
「
文
書
」

化
と
と
も
に
「
広
義
」
　
の
解
釈
が
公
的
　
(
明
治
政
府
)
　
に
よ
っ
て
も
認
証
さ

れ
て
い
っ
た
こ
と
を
重
視
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)
　
記
録
史
料
学
で
も
、
歴
史
文
書
の
価
値
判
断
は
、
行
政
上
の
重
要
性
と

同
一
視
さ
れ
て
お
り
、
文
書
そ
の
も
の
の
意
義
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
　
(
戸
島
昭
「
第
八
章
　
文
書
・
記
録
の
評
価
と
選
別
」
安
藤
正
人
・
青
山

英
幸
編
『
記
録
史
料
の
管
理
と
文
書
館
し
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
一
九

九
六
年
)
。

(
3
)
　
中
野
目
徹
「
公
文
録
と
太
政
頬
典
」
日
本
近
代
思
想
大
系
別
巻
「
近
代

史
料
解
説
　
総
目
次
・
索
引
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
、
一
八
頁
。
ま
た
、

同
「
明
治
太
政
官
文
書
に
お
け
る
〝
背
表
紙
文
書
″
の
位
置
」
「
史
境
』
第
三
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一
号
、
一
九
九
五
年
九
月
、
お
よ
び
同
「
閣
議
書
・
解
読
の
た
め
の
予
備
的

考
察
-
「
立
法
資
料
」
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
山
中
永
之
佑

他
編
「
近
代
日
本
地
方
自
治
立
法
資
料
集
成
し
第
四
巻
、
弘
文
堂
、
一
九
九

六
年
、
な
ど
参
照
。

(
4
)
　
近
現
代
政
治
史
の
中
心
で
あ
る
政
策
決
定
過
程
研
究
の
多
く
は
、
決
定

さ
れ
た
政
策
が
無
媒
介
に
施
行
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
決

定
さ
れ
た
政
策
施
行
過
程
に
お
け
る
執
行
権
限
者
の
読
み
替
え
な
ど
の
事
実

に
つ
い
て
は
、
多
く
が
等
閑
に
伏
さ
れ
て
い
る
。

(
5
)
　
横
溝
光
輝
「
戦
前
公
文
書
の
成
立
過
程
」
大
久
保
利
謙
他
編
『
近
代
文

書
学
へ
の
展
開
し
柏
書
房
、
一
九
八
二
年
、
二
七
九
～
二
九
五
頁
参
照
。

(
6
)
　
外
務
省
文
書
(
そ
の
持
冊
た
る
外
務
省
記
録
。
特
に
「
新
記
録
」
)
　
は
、

関
東
大
震
災
お
よ
び
二
九
四
二
年
の
外
務
省
火
災
、
空
襲
、
敗
戦
後
の
焼
却

に
よ
っ
て
多
く
の
部
分
が
失
わ
れ
て
い
る
。
特
に
、
敗
戦
直
後
の
焼
却
命
令

で
は
、
約
四
千
か
ら
五
千
簿
冊
に
の
ぼ
る
外
務
省
記
録
が
焼
却
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
一
九
四
一
一
年
の
火
災
に
お
い
て
焼
失
し
た
記
録
は
、
調
査
部
と

通
商
局
、
会
計
課
の
一
部
が
所
蔵
し
て
い
た
も
の
で
、
総
簿
冊
数
六
五
五
冊

(
内
、
新
記
録
は
三
十
五
冊
)
で
あ
る
。
ま
た
、
占
領
軍
が
接
収
、
後
に
返
還

さ
れ
た
外
l
　
務
省
記
録
で
末
返
還
の
史
料
は
、
C
門
の
一
部
分
の
み
で
あ
る
。

機
密
内
容
の
記
録
は
、
大
部
分
、
敗
戦
二
日
後
の
八
月
十
七
日
付
文
書
課
長

名
の
「
文
書
処
理
二
関
ス
ル
件
」
に
よ
り
、
原
則
的
に
焼
却
さ
れ
た
。
し
か

し
、
ご
く
少
量
の
重
要
な
一
部
文
書
、
記
録
は
、
主
管
局
課
な
ど
に
臨
時
に

配
分
し
て
個
人
の
所
有
物
と
さ
れ
た
。
こ
の
な
か
に
は
、
後
に
極
東
軍
事
裁

判
に
お
け
る
戦
犯
弁
護
の
必
要
性
な
ど
か
ら
再
び
外
務
省
に
戻
さ
れ
て
再
編

纂
さ
れ
た
も
の
も
存
在
す
る
。
具
体
的
に
は
、
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
外

務
省
記
録
『
支
那
事
変
関
係
一
件
し
分
類
番
号
(
A
.
〓
.
P
u
○
)
な
ど
が
そ
れ

に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

(
7
)
　
本
来
、
本
稿
で
は
、
外
政
機
関
す
べ
て
の
文
書
=
外
交
文
書
を
対
象
と

す
べ
き
で
あ
る
。
実
際
、
外
務
省
外
交
史
料
館
に
は
、
関
東
庁
、
拓
務
省
、

興
亜
院
、
大
東
亜
省
、
海
軍
省
な
ど
の
史
料
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、

拓
務
省
や
興
亜
院
等
の
文
書
は
、
簿
冊
そ
の
ま
ま
「
外
務
省
記
録
」
と
し
て

所
蔵
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
筆
者
の
勉
強
不
足

も
あ
り
外
務
省
作
成
・
整
理
の
文
書
に
限
定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
な
お
、

戦
後
、
外
政
機
構
と
し
て
唯
一
連
続
し
た
外
務
省
に
海
軍
省
か
ら
移
管
さ
れ

た
南
方
軍
政
関
係
史
料
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
外
交
史
料
館
所
蔵
『
海
軍
省

等
移
管
南
方
軍
政
関
係
史
料
』
解
題
」
『
外
交
史
料
館
報
』
第
六
号
、
一
九
九

三
年
三
月
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
外
務
省
文
書
の
概
要
に
つ
い
て
は
、

長
岡
新
次
郎
「
外
務
省
」
『
日
本
古
文
書
学
講
座
九
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
七

九
年
お
よ
び
外
交
史
料
館
編
「
『
外
務
省
記
録
」
　
に
つ
い
て
」
『
外
務
省
記
録

目
録
』
原
書
房
、
一
九
九
二
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
8
)
　
「
文
書
取
扱
内
規
」
　
(
大
正
十
年
二
月
七
日
省
議
決
定
『
大
正
十
年
三
月

掃
　
秘
　
外
務
省
内
規
類
集
』
第
二
巻
(
巳
.
N
.
雷
)
。
電
報
に
関
し
て
は
、
明

治
二
十
因
年
十
一
月
四
日
制
定
の
「
外
務
省
公
文
書
類
取
扱
規
程
」
第
四
条

に
お
い
て
「
内
外
ヨ
リ
到
達
ノ
電
信
文
書
ハ
秘
書
課
長
之
ヲ
領
シ
課
舅
ヲ
シ

テ
浄
書
セ
シ
メ
番
号
ヲ
付
シ
主
管
ノ
局
課
ヲ
指
名
シ
大
臣
次
官
若
ク
ハ
指
名

ノ
局
課
長
へ
差
出
ス
へ
シ
」
と
あ
る
(
r
文
書
事
務
処
務
参
考
』
第
一
巻
(
N
.

r
N
.
〓
T
U
)
)
。

(
9
)
　
文
書
課
接
受
文
書
は
、
大
正
十
四
年
六
月
六
日
の
局
課
長
会
議
で
配
付

を
課
単
位
か
ら
局
単
位
と
す
る
こ
と
に
決
ま
っ
て
い
る
　
(
大
正
十
四
年
六
月
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十
一
日
付
白
鳥
(
敏
夫
)
　
文
書
課
長
よ
り
各
局
課
長
宛
通
知
r
文
書
取
扱
関

係
雑
作
」
　
(
リ
ー
.
N
.
い
)
)
。

(
1
0
)
　
文
書
の
場
合
は
、
明
治
二
十
四
年
十
一
月
四
日
制
定
の
　
「
外
務
省
公
文

書
類
取
扱
規
程
」
第
二
条
に
「
記
録
課
長
ハ
到
達
ノ
文
書
ヲ
点
検
シ
其
公
文

二
属
ス
ル
モ
ノ
ハ
折
紙
シ
テ
其
主
旨
ヲ
査
シ
主
管
ノ
局
課
名
ヲ
指
記
シ
接
受

ノ
手
続
ヲ
了
シ
タ
ル
後
チ
当
該
局
課
へ
配
付
セ
シ
ム
へ
シ
　
(
文
書
配
付
ノ
手

続
ハ
記
錨
課
庶
務
規
程
二
詳
ナ
リ
)
」
「
但
文
書
ノ
主
旨
分
課
規
程
外
二
捗
り

又
ハ
各
局
課
二
交
渉
シ
テ
瓢
別
シ
カ
タ
キ
モ
ノ
ハ
次
官
ノ
決
裁
ヲ
経
テ
其
主

管
ヲ
定
ム
へ
シ
」
と
あ
る
　
(
明
治
二
十
四
年
十
一
月
四
日
制
定
「
外
務
省
公

文
書
類
取
扱
規
程
」
r
文
書
事
務
処
務
参
考
』
第
一
巻
　
(
N
.
-
.
N
.
〓
T
U
)
)
。

(
1
1
)
　
大
正
七
年
十
二
月
十
五
日
「
往
復
部
浄
書
部
処
務
参
考
」
「
外
務
省
事
務

関
係
雑
件
L
　
(
の
.
-
.
N
.
票
)
　
お
よ
び
記
録
係
「
文
書
取
扱
心
得
」
同
前
注
(
1
0
)
。

(
1
2
)
　
昭
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日
付
岩
手
　
(
姦
雄
)
　
文
書
課
長
よ
り
各
部
局

課
長
宛
「
新
文
書
整
理
法
実
施
二
関
ス
ル
件
」
「
外
務
省
事
務
関
係
雑
件
」
(
P

H.N.票)。

(
1
3
)
　
大
正
十
四
年
六
月
十
二
日
の
公
信
文
体
に
関
す
る
局
課
長
会
議
決
議
に

も
と
づ
き
、
大
正
十
四
年
六
月
十
五
日
付
幣
原
　
(
喜
重
郎
)
外
務
大
臣
よ
り

在
外
各
公
館
長
宛
文
普
通
合
第
二
九
四
号
「
公
信
文
体
二
関
ス
ル
作
」
で
発

送
さ
れ
た
(
r
公
文
書
式
及
び
用
字
例
関
係
』
第
五
巻
(
N
.
-
.
N
.
-
.
¢
)
)
。
そ
の

際
、
例
外
的
な
の
は
、
在
外
か
ら
の
通
商
報
告
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

大
正
十
年
七
月
十
三
日
付
在
牛
荘
清
水
八
百
一
領
事
よ
り
内
田
　
(
康
哉
)
　
外

務
大
臣
宛
公
第
一
四
四
号
公
信
「
商
業
報
告
文
二
限
り
言
文
一
致
体
使
用
方

許
可
稟
請
ノ
件
」
が
出
さ
れ
て
い
た
が
(
『
公
文
書
式
及
び
用
字
例
関
係
』
第

四
巻
(
N
.
-
.
N
.
-
.
①
)
)
、
本
省
で
は
、
文
章
が
冗
長
と
な
り
、
ま
た
館
務
上
使
用

の
文
体
が
不
統
一
と
な
る
と
の
理
由
に
よ
り
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ

の
後
、
大
正
十
五
年
に
は
い
り
「
平
易
簡
明
こ
シ
閲
覧
者
ノ
利
便
ヲ
計
ラ
ム

ガ
為
」
に
言
文
一
致
体
を
使
用
す
る
よ
う
に
訓
令
さ
れ
て
い
る
　
(
大
正
十
五

年
四
月
二
十
六
日
付
幣
原
外
務
大
臣
よ
り
在
外
各
公
館
宛
公
信
通
二
普
通
第

四
五
七
号
『
公
文
書
式
及
び
用
字
例
関
係
し
第
五
巻
(
N
.
-
.
巴
.
¢
)
)
。

(
1
4
)
　
昭
和
九
年
四
月
九
日
付
寺
嶋
(
広
文
)
　
文
書
課
長
よ
り
省
内
各
部
局
課

長
宛
「
公
文
中
二
句
読
使
用
ノ
件
」
『
公
文
書
式
及
び
用
字
例
関
係
」
第
六
巻

(
N
.
-
.
N
.
-
.
ゆ
)
。

(
1
5
)
　
昭
和
十
二
年
九
月
八
日
記
「
本
邦
駐
別
外
国
大
公
使
宛
公
信
ノ
句
読
点

二
関
ス
ル
件
」
『
公
文
書
式
及
び
用
字
例
関
係
し
第
七
巻
(
N
.
-
.
N
.
-
.
り
)
。

(
1
6
)
　
句
読
点
を
ふ
く
め
文
体
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
っ

た
た
め
『
日
本
外
交
文
書
』
編
要
で
も
昭
和
期
I
第
一
部
第
五
巻
　
(
昭
和
五

年
、
対
中
国
関
係
)
　
よ
り
、
往
信
原
案
や
来
信
に
お
い
て
句
読
点
が
付
さ
れ

て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
文
主
義
に
も
と
づ
き
そ
の
ま
ま
採
録
す
る
こ

と
と
し
た
。

(
1
7
)
　
昭
和
二
年
一
月
二
十
六
日
付
出
淵
　
(
勝
次
)
外
務
次
官
よ
り
各
部
局
課

長
宛
公
信
「
案
文
加
筆
二
鉛
筆
使
用
廃
止
ノ
件
」
同
前
注
(
1
4
)
。
こ
の
点
、

同
時
期
の
ド
イ
ツ
外
務
省
文
書
な
ど
は
、
各
段
階
で
訂
正
に
使
用
す
る
鉛
筆

の
色
な
ど
が
違
っ
て
い
る
。

(
1
8
)
　
出
淵
勝
次
起
案
「
事
務
簡
捷
考
案
」
同
前
注
(
1
2
)
。

(
1
9
)
　
大
正
二
年
六
月
十
七
日
起
草
「
覚
書
」
同
前
注
(
1
2
)
。

(
2
0
)
　
文
書
課
に
お
け
る
浄
書
は
、
そ
の
内
客
が
機
密
の
も
の
と
そ
れ
以
外
で

扱
い
に
差
が
あ
る
べ
き
と
の
議
が
あ
り
、
文
書
課
内
部
に
機
密
部
の
設
置
が

提
案
さ
れ
て
い
る
　
(
大
正
五
年
十
二
月
五
日
「
機
密
部
ヲ
設
ケ
ン
ト
ス
ル
ノ
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議
」
同
前
注
(
1
0
)
)
。

(
2
1
)
　
記
録
係
「
文
書
取
扱
心
得
」
同
前
注
(
1
0
)
。

(
…
望
　
昭
和
八
年
十
月
二
十
四
日
付
寺
嶋
文
書
課
長
よ
り
岸
(
倉
松
)
　
秘
書
官

宛
「
文
書
事
務
二
関
ス
ル
件
」
同
前
注
(
1
4
)
。

(
2
3
)
　
昭
和
十
一
年
十
月
十
四
日
付
武
藤
　
(
義
雄
)
　
文
書
課
長
よ
り
省
内
各
課

長
・
秘
書
官
宛
「
在
本
邦
外
国
領
事
、
名
誉
領
事
及
貿
易
事
務
官
ト
ノ
通
信

二
使
用
ス
ル
文
体
二
関
ス
ル
件
」
同
前
注
(
1
5
)
。

(
2
4
)
　
こ
の
覚
書
、
口
上
書
な
ど
に
つ
い
て
は
、
番
号
を
付
さ
ず
に
発
送
す
る
。

こ
れ
ら
を
無
号
文
書
と
い
う
(
記
録
係
「
文
書
取
扱
心
得
」
同
前
注
(
1
0
)
)
。

(
2
5
)
　
熱
田
見
子
「
(
史
料
解
題
)
　
「
議
会
調
書
」
に
つ
い
て
」
『
外
交
史
料
館
報
」

第
九
号
、
一
九
九
六
年
三
月
参
照
。

(
2
6
)
　
こ
の
高
裁
案
に
代
表
さ
れ
る
内
閣
総
理
大
臣
ま
た
は
内
閣
書
記
官
長
宛

の
書
類
は
、
内
閣
官
房
総
務
課
の
新
設
に
と
も
な
い
、
同
課
に
送
付
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
　
(
大
正
十
三
年
十
二
月
二
十
日
付
江
木
巽
内
閣
書
記
官
長
よ

り
出
淵
外
務
次
官
苑
内
開
聞
甲
第
二
八
七
号
「
通
牒
」
同
前
注
(
9
)
)
。
し
か

し
、
時
間
の
遅
延
な
ど
、
事
務
上
の
支
障
が
問
題
と
な
っ
た
た
め
、
大
正
十

五
年
に
は
い
り
、
内
閣
官
房
総
務
課
の
接
受
す
る
文
書
は
、
「
内
閣
総
理
大
臣

又
ハ
内
閣
書
記
官
長
二
於
テ
必
ス
直
接
被
ス
ル
ヲ
要
ス
ル
秘
密
文
書
ノ
外
」

の
も
の
と
の
「
依
命
通
牒
」
が
な
さ
れ
て
い
る
　
(
大
正
十
五
年
四
月
八
日
付

長
谷
川
(
起
夫
)
内
閣
官
房
総
務
課
長
よ
り
外
務
省
文
書
課
長
苑
内
開
閉
甲

第
五
三
号
「
依
命
通
牒
」
『
公
文
書
式
及
び
用
字
例
関
係
』
第
五
巻
(
N
.
-
.
N
,

-.u))。

(
2
7
)
　
昭
和
四
年
十
二
月
三
日
付
栗
原
(
正
)
文
吉
課
長
よ
り
省
内
部
局
課
長
宛

「
閣
議
稟
請
ノ
諸
案
件
名
記
載
方
ノ
方
」
同
前
注
(
1
4
)
。

(
2
8
)
　
同
前
注
(
1
5
)
。

(
榊
二
　
増
田
知
子
「
政
党
内
閣
と
枢
密
院
」
『
近
代
研
究
年
報
六
　
政
党
内
閣
の

成
立
と
崩
壊
し
山
川
出
版
社
、
一
九
八
四
年
参
照
。

(
3
0
)
　
熊
本
史
雄
「
(
史
料
解
題
)
　
「
外
交
彙
報
附
録
月
報
」
・
「
外
務
省
月
報
」
・

「
外
務
省
報
」
に
つ
い
て
」
同
前
注
(
2
5
)
参
照
。

(
3
1
)
　
拙
稿
「
通
商
貿
易
情
報
の
伝
達
-
大
正
九
・
十
年
の
大
阪
を
一
例
に
-
」

『
外
交
史
料
館
報
』
第
八
号
、
一
九
九
五
年
三
月
参
照
。

(
…
曇
　
こ
の
外
務
省
記
録
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
稲
生
典
太
郎
氏
執
筆
の
調
書

の
一
部
分
を
紹
介
し
た
柳
下
百
子
「
『
外
務
省
文
書
分
類
表
の
変
遷
」
に
つ
い

て
」
「
外
交
史
料
館
報
』
第
六
号
、
一
九
九
三
年
三
月
参
照
。

(
3
3
)
　
「
秘
　
外
務
省
内
規
顆
集
(
執
務
参
考
用
)
」
(
大
正
十
年
三
月
編
、
外
著

省
参
事
官
室
)
　
『
外
務
省
内
規
関
係
雑
件
」
第
二
巻
(
巴
.
N
.
雷
)
、
一
九
〇
頁
。

(
3
4
)
　
昭
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日
付
岩
手
文
書
課
長
よ
り
各
部
局
課
長
宛

「
新
文
書
整
理
法
莫
施
二
関
ス
ル
件
」
同
前
注
(
1
2
)
。
し
か
し
、
昭
和
十
八
年
に

は
い
り
、
文
書
課
総
務
室
で
管
理
し
て
い
た
発
送
公
信
(
往
信
)
の
写
は
、
「
爾

今
其
ノ
必
要
ヲ
認
メ
サ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ニ
付
是
ヲ
廃
止
ス
ル
ト
共
二
従
前
ノ

右
綴
込
ハ
一
括
之
ヲ
焼
棄
」
さ
れ
て
い
る
　
(
昭
和
十
八
年
八
月
十
八
日
付
井

上
文
書
課
長
「
覚
」
「
本
省
文
書
事
務
関
係
雑
件
J
第
二
巻
(
N
.
-
.
ド
〓
-
)
)
。

(
3
5
)
　
な
お
、
亜
細
亜
局
の
場
合
は
、
第
一
課
文
書
室
が
局
内
各
課
に
配
達
、

発
送
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
大
正
十
三
年
か
ら
は
、
第
一
課
が
来
信
の
副
お

よ
び
写
・
来
電
の
写
に
つ
い
て
は
、
分
類
・
各
課
へ
の
配
付
を
担
当
す
る
も

の
の
、
往
電
・
往
信
に
つ
い
て
は
局
長
室
配
属
の
第
一
課
月
が
担
当
す
る
こ

と
に
し
て
い
る
(
大
正
十
三
年
十
月
二
十
一
日
記
録
係
接
受
「
亜
細
亜
局
各
課

主
管
公
文
電
信
往
復
二
関
ス
ル
打
合
」
同
前
注
(
1
2
)
)
。
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(
3
6
)
　
同
前
注
(
1
2
)
。

(
3
7
)
　
昭
和
六
年
五
月
十
八
日
制
定
「
外
務
省
文
書
編
纂
規
程
」
r
文
書
事
務
処

務
参
考
」
第
二
巻
　
(
N
↑
N
↑
-
T
U
)
。

(
3
8
)
　
同
前
注
(
3
3
)
。

(
3
9
)
　
大
正
三
年
十
一
月
四
日
付
岡
(
市
之
助
)
陸
軍
大
臣
よ
り
加
藤
(
高
明
)

外
務
大
臣
宛
陸
普
第
三
一
六
九
号
「
陸
軍
機
秘
密
書
類
取
扱
手
続
規
定
ノ
件

通
牒
」
同
前
注
　
(
9
)
。

(
4
0
)
　
(
第
三
条
)
昭
和
七
年
一
月
二
十
九
日
実
施
「
外
務
省
捻
動
月
関
係
軍
機

文
書
取
扱
規
程
」
「
本
省
文
書
事
務
関
係
雑
件
　
外
務
省
機
密
文
書
取
扱
規

程
」
　
(
N
.
-
.
N
.
〓
T
-
)
。

(
4
1
こ
　
昭
和
十
四
年
五
月
十
三
日
付
調
査
部
第
二
課
長
「
軍
用
資
源
秘
密
保
護

法
施
行
二
間
ス
ル
件
」
同
前
注
(
4
0
)
。

(
4
2
)
　
昭
和
十
五
年
五
月
十
日
付
企
二
警
課
第
九
号
ノ
(
四
)
「
機
秘
密
書
類
二

関
ス
ル
協
定
(
第
四
案
)
」
同
前
注
(
4
0
)
。

(
4
3
)
　
昭
和
十
五
年
七
月
二
十
五
日
付
松
岡
洋
右
外
務
大
臣
よ
り
近
衛
文
麿
内

閣
総
理
大
臣
宛
「
極
秘
　
外
交
機
密
保
持
に
関
し
閣
議
申
合
せ
方
の
件
」
同

前
注
(
4
0
)
。
こ
れ
は
、
昭
和
十
五
年
七
月
二
十
九
日
付
文
機
密
第
五
六
八
号

「
外
交
機
密
保
持
二
関
ス
ル
閣
議
申
合
七
方
ノ
件
」
と
し
て
論
議
さ
れ
、
閣
議

で
の
申
合
せ
を
へ
て
、
昭
和
十
五
年
八
月
三
日
付
内
閣
総
理
大
臣
近
衛
文
麿

よ
り
外
務
大
臣
松
岡
洋
右
苑
内
閣
外
甲
第
七
〇
号
と
し
て
「
指
令
」
さ
れ
た
。

(
4
4
)
　
昭
和
十
五
年
十
一
月
十
五
日
決
裁
「
高
裁
案
　
機
秘
密
文
書
標
記
改
正

方
ノ
件
」
同
前
注
(
4
0
)
。

(
4
5
)
　
昭
和
十
六
年
一
月
二
十
日
決
裁
「
高
裁
案
　
機
密
文
書
取
扱
規
程
実
施

方
ノ
件
」
同
前
注
(
4
0
)
。
こ
の
結
果
、
外
務
省
総
動
員
関
係
軍
機
文
書
取
扱

規
程
、
外
務
省
軍
用
資
源
秘
密
文
書
取
扱
規
程
、
外
務
省
総
動
月
機
密
文
書
.

取
扱
規
程
は
廃
止
さ
れ
た
。

(
4
6
)
　
昭
和
十
六
年
七
月
十
五
日
付
重
松
　
(
宣
雄
)
　
文
書
課
長
よ
り
各
局
部
課

長
宛
(
省
内
通
知
)
「
外
務
省
機
密
文
書
取
扱
規
程
実
施
二
関
ス
ル
件
」
同
前

注
(
4
0
)
。

(
4
7
)
　
昭
和
十
六
年
八
月
二
十
九
日
付
豊
田
　
(
貞
次
郎
)
外
務
大
臣
よ
り
各
在

外
公
館
長
宛
普
通
合
第
一
〇
七
八
号
公
信
「
外
務
省
機
密
文
書
取
扱
規
程
実

施
二
関
ス
ル
件
」
同
前
注
(
4
0
)
。

(
4
8
)
　
昭
和
六
年
二
月
文
書
課
「
本
省
並
在
外
公
館
文
書
整
理
手
続
」
同
前
注

(
3
7
)
一
〇
頁
。

(
4
9
)
　
同
前
注
(
3
7
)
。

(
5
0
)
　
同
前
注
(
3
7
二
一
頁
。

(
5
1
)
　
同
前
注
(
3
7
)
。

(
5
2
)
　
『
日
本
外
交
文
書
』
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
編
注
な
ど
で
補
っ
て
き

た
も
の
の
充
分
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
脚
注
が
存
在
す
る
の
は
、
現

在
の
と
こ
ろ
「
日
本
外
交
文
書
　
昭
和
期
I
第
一
部
第
三
巻
』
(
一
九
二
九
年
、

対
中
国
関
係
)
か
ら
『
日
本
外
交
文
書
　
昭
和
期
1
第
一
部
第
五
巻
」
二
九

三
一
年
、
対
中
国
関
係
)
　
ま
で
の
三
巻
の
み
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
と
も
密

接
に
関
わ
る
写
の
態
様
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
準
備
し
て
い
る
。

(
5
3
)
　
藤
井
貞
文
「
近
代
の
古
文
書
」
『
古
文
書
研
究
』
創
刊
号
、
一
九
六
八
年

六
月
。

(
5
4
)
　
「
近
世
・
近
代
文
書
整
理
論
」
大
藤
修
・
安
藤
正
人
著
『
史
料
保
存
と
文

書
館
学
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
な
ど
参
照
。

(
こ
い
け
・
せ
い
い
ち
　
広
島
大
学
捻
会
科
学
部
助
教
授
)
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